
 

 

 

記 者 配 布 資 料  
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〔お問合せ〕大阪商工会議所 地域振興部（山﨑、田中） 

ＴＥＬ：０６-６９４４-６３２３ 

 

大阪商工会議所は７月８日、「大阪スーパーシティ認証登録制度」開始に伴い、大阪府、大阪市と

同制度の推進にかかる協定書を締結した。大阪商工会議所は、本協定に基づき、認証されたフィー

ルドや登録された企業への支援を通じて、規制改革や先端的サービスの社会実装への取り組みを促

進し、大阪の都市競争力向上及び地域経済の活性化を図る。 

■協定書の概要 

名 称：「大阪スーパーシティ認証登録制度」の推進に係る協定書 

締結者：大阪商工会議所会頭、大阪府知事、大阪市長 

目 的：大阪商工会議所、大阪府、大阪市が相互に連携し、事業者等への支援を通じて、 

    規制改革と先端的サービスの社会実装を推進する。 

協定事項：（１）同制度に関する情報発信、啓発 

     （２）登録企業等への事業化支援 

 
＊スーパーシティ型国家戦略特区とは 
特区制度とは、全国一律の規制・制度が地域の実情に合っていない、もしくは技術の進展やビジ

ネスの実態に合っていない場合に、新しい規制の特例を提案・創設し、創設された特例の活用・横

展開・全国措置化することで、地域の課題解決や新たな事業サービスの創出につなげるもの。 

スーパーシティ型の国家戦略特区は、規制・制度改革とデータ活用を一体的に進めることで、様々

な生活分野において先端的サービスを実装し、未来社会の先行実現をめざすもの。２０２２年４月

に、全国で大阪府・大阪市とつくば市の２区域が指定され、夢洲やうめきた２期を中心に取組を進

めてきた。 

 

＊大阪スーパーシティ認証登録制度とは 

区域指定から約３年が経過し、これまでの進捗状況・成果を振り返りつつ、取組の更なるフェー

ズアップのため、２０２５年に区域方針が変更された。夢洲、うめきた２期以外のフィールドにお

いても、新たにスーパーシティの取組を行おうとするフィールドや企業等を大阪府・大阪市が認証・

登録し、規制・制度改革提案の共同検討等を行い、先端的サービスが継続的に創出する仕組みの構

築と社会実装に結びつける好循環を実現するもの。 

同制度の構築にあたり、大阪商工会議所は、２０２５年度より大阪府・大阪市のヒアリングに応

じる等で連携してきた。新制度開始にあたり、大阪府、大阪市と協定を締結し、事業者等への支援

を通じて、スーパーシティにおける規制改革・社会実装等の取組の促進を図り、都市競争力向上及

び地域経済の活性化を図る。 

以 上 

＜添付資料＞資料１：「大阪スーパーシティ認証登録制度」の推進にかかる協定書 

資料２：「大阪スーパーシティ認証登録制度」について 

公民連携で先端的サービスの社会実装を促進 

大阪商工会議所が大阪府・大阪市と「大阪スーパーシティ 
認証登録制度」の推進にかかる協定書を締結 



「大阪スーパーシティ認証登録制度」の推進に係る協定書 

 

大阪府（以下「甲」という。）、大阪市（以下「乙」という。）及び大阪商工会議所（以下「丙」

という。）は、「大阪スーパーシティ認証登録制度」を通じた「大阪スーパーシティ」の推進

に関して、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

(用語の定義) 

第１条 この協定書における「大阪スーパーシティ認証登録制度」とは、「大阪スーパーシテ

ィフィールド認証要綱」(以下「フィールド認証要綱」という。)に基づく認証制度及び「大

阪スーパーシティ企業等登録要綱」（以下「企業等登録要綱」という。）に基づく登録制度

の総称とする。 

 

（目的） 

第２条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に連携することにより、大阪スーパーシティ登録企業

等及びフィールドコーディネート団体（以下「事業者等」という。）への支援を通じて、ス

ーパーシティにおける規制改革・社会実装等の取組の促進を図ることを目的とする。 

 

（協定内容） 

第３条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するために、次の内容について連携及び協力して

取り組むものとする。 

(1) 甲、乙及び丙は、「大阪スーパーシティ」の推進に係る「大阪スーパーシティ認証登録

制度」の情報発信・啓発等を行う。 

(2) 丙は、「フィールド認証要綱」第８条及び「企業等登録要綱」第７条の「助言その他協

力」として、事業者等への情報の提供、助言又は専門家等の紹介その他協力を行う。 

(3) 丙は、産業を支援する団体とのネットワークや、その有する多様な事業者支援のノウ

ハウを活かし、社会実装に向けた事業化支援等を行う。 

２ 前項２号又は３号によって、丙が、事業者等に対して提供する情報、助言又は紹介等が、

法令適合性、採択の可否、実証又は実装の実現可能性、特定の成果の達成等を保証するも

のではないことを相互に確認する。 

３ 甲、乙及び丙が行う専門家等の紹介は、事業者等と当該専門家等との間の契約を媒介する

ものではなく、甲、乙及び丙は当該専門家等の業務につき責任を負わないことを相互に確

認する。 

 

（守秘義務等） 

第４条 甲、乙及び丙は、既に公知となっている情報及び法令に定めのある場合を除き、連携

事項を実施するために知り得た情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏洩し又

は本協定の目的以外で利用してはならない。 

２ 甲、乙及び丙は、本協定が第７条に定める有効期間の満了又は解約により効力を失った日

以降においても前項による秘密保持の義務を負い、秘密情報として取り扱うものとする。 

資料１ 



 

（個人情報等の取扱い） 

第５条 甲、乙及び丙は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）その他個人

情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。 

２ 甲、乙及び丙は、法人の情報については、前項の個人情報に準じて、適正に取り扱うもの

とする。 

 

（協定内容の変更） 

第６条 甲、乙及び丙のいずれかが協定書の内容について変更を申し出た場合は、甲、乙及び

丙は、その都度協議のうえ、必要があれば変更を行うものとする。 

  

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、締結日より１年間とする。ただし、期間満了の１か月前までに、

甲、乙及び丙のいずれからも書面による申し出がなければ、同一の条件で１年間更新する

ものとし、その後も同様とする。 

２ 甲、乙及び丙のいずれかが本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の１か月前までに書

面によって相手方に通知することにより、本協定を解約できる。 

  

（反社会的勢力への基本的対応） 

第８条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく取組に対する反社会的勢力の関わりを防ぐため、連

携して取り組んだ事業者等について、反社会的勢力に係る情報を入手した場合には、可能

な範囲で相互に情報を共有し、早期の関係解消に向けて協議するものとする。 

 

（準拠法及び管轄） 

第９条 本協定は日本法を準拠法とする。本協定に関する訴訟その他の紛争について、大阪地

方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

（疑義の決定） 

第 10 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じたときは、

甲、乙及び丙は誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。 

 

本協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ記名押印のうえ、

各自１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 



令和８年７月８日 

   

（甲） 大阪市中央区大手前２丁目 

大阪府 

大阪府知事 吉村 洋文  

  

 

（乙） 大阪市北区中之島１丁目３－２０ 

大阪市 

      大阪市長  横山 英幸  

 

 

（丙） 大阪市中央区本町橋２番８号 

大阪商工会議所 

       会頭 鳥井 信吾  



 

 

 

 

 

 
【事業概要】 

  大阪府・大阪市では、国家戦略特別区域法に基づく、スーパーシティ型の国家戦略特区として、「夢洲」、

「うめきた２期」のフィールドを中心に、規制改革等に取り組んでまいりました。 

この度、実証環境の確保が可能な新たなフィールドの認証、及び規制改革や先端的サービスに取り組む企

業等の登録を行う、「大阪スーパーシティ認証登録制度」の運用を令和８年７月８日から開始します。 

併せて、認証フィールド・登録企業等に対して、必要なサポートを大阪市との連携により実施します。 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「大阪スーパーシティ認証登録制度」について 

 

●企業等の実証に必要な場所の確保及び提供が

可能 

●関係機関が申請者として参画 など 

主なフィールド認証要件

￥￥￥￥認証要件 ●一定水準を満たす規制改革提案を行っていること 

●実装に向けて取り組む事業に必要な体制等を有してい 

ること など 

主な企業登録要件

￥￥￥￥認証要件 

・有識者によるサポート 

・個別案件ごとに規制改革の実現に向けて助言 

 

規制改革提案

サポート 

実装サポート(府

が実施) 

 

 

ブランディングサ

ポート 

・登録企業等による取組のPRを通じた大阪スーパーシティのブランディング 

・首都圏での国際展示会（CEATEC）でのPR機会を確保 

 

 ・府域展開などの実装に係る伴走支援 

・規制改革提案・実証を踏まえ、実現可能性が相当程度に高いものが対象 

 

新たにスーパーシティの取組を行おうとするフィールドの認証・企業等の登録 

 

公的サポート（認証フィールド・登録企業等に対して、必要なサポートを実施） 
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